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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　　　　０．０３～９０質量％、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン
を含有し、
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．０００１～０．０１であ
る、食品組成物。
【請求項２】
　成分（Ｂ）の含有量が０．０００００４０～１．０質量％である、請求項１記載の食品
組成物。
【請求項３】
　食品組成物が固形状食品組成物であって、成分（Ａ）の含有量が５～９０質量％である
、請求項１記載の食品組成物。
【請求項４】
　成分（Ｂ）の含有量が０．００１～１．０質量％である、請求項３記載の食品組成物。
【請求項５】
　食品組成物が飲料であって、成分（Ａ）の含有量が０．０３～３．０質量％である、請
求項１記載の食品組成物。
【請求項６】
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　成分（Ｂ）の含有量が０．０１～１００質量ｐｐｍである、請求項５記載の食品組成物
。
【請求項７】
　ｐＨが２．０～８．０である、請求項５又は６記載の食品組成物。
【請求項８】
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　　　　０．０３～９０質量％、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン
を、両者の質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．０００１～０．０１となる範囲内で含有させ
る、クロロゲン酸類の収斂味及びＬ－トリプトファンの苦味の抑制方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食品組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クロロゲン酸は、キナ酸の３位の水酸基にカフェ酸が結合した化合物であり、抗酸化作
用や血圧降下作用といった生理作用を有することが知られている。このように、クロロゲ
ン酸は有用な物質であるが、苦味や収斂味といった異味を有するため継続して摂食するう
えで障害となりやすい。従来、クロロゲン酸の苦味をマスキングする技術として、（ａ）
２０～１５０ｍｇ／１００ｍＬのクロロゲン酸に対し、（ｂ）５００ｍｇ／１００ｍＬ以
下のＬ－オルニチン塩酸塩、８３ｍｇ／１００ｍＬ以下のＤ，Ｌ－アラニン、及び５００
ｍｇ／１００ｍＬ以下のグリシンから選択される１種以上のアミノ酸を、両者の質量比[
（ｂ）／（ａ）]が１．０以上となるように添加することが提案されている（特許文献１
）。
【０００３】
　一方、Ｌ－トリプトファンは、ヒトにおける必須アミノ酸の一つであって、生体内にお
いてセロトニンやメラトニンに代謝されることが知られている。このように、Ｌ－トリプ
トファンは、ヒトの健康維持に欠かせない物質であるものの、生体内で合成することがで
きない。そのため、飲食品から摂取する必要があるが、苦味が強く、その苦味強度は苦味
物質として知られるキニーネに極めて近いとの報告がある（非特許文献１）。また、０．
０５６～０．００８４質量％のクロロゲン酸に対して０．０２１～０．５質量％のＬ－ト
リプトファンを添加しても、苦味が強く感じられ、クロロゲン酸の苦味のマスキング効果
が不十分であるとの報告もある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１４８４５３号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】静電気学会誌，Vol.26，No.3，p.108-113 (2002)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、異味が抑制されたクロロゲン酸類含有食品組成物を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、収斂味を有するクロロゲン酸類に対し、苦味を有するＬ－トリプトファ
ンを特定の量比で含有させることで、意外にも、Ｌ－トリプトファンの苦味を抑制しつつ
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、クロロゲン酸類の収斂味を抑制できることを見出した。
【０００８】
　すなわち、本発明は、次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　０．００１質量％以上、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン
を含有し、
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比[（Ｂ）／（Ａ）]が０．００００５～０．０３であ
る、食品組成物を提供するものである。
【０００９】
　本発明はまた、次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　０．００１質量％以上、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン
を、両者の質量比[（Ｂ）／（Ａ）]が０．００００５～０．０３となる範囲内で含有させ
る、クロロゲン酸類の収斂味及びＬ－トリプトファンの苦味の抑制方法を提供するもので
ある。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、Ｌ－トリプトファンの苦味を抑制しつつ、クロロゲン酸類の収斂味も
抑制された飲品組成物を提供することができる。したがって、本発明の飲品組成物は、ク
ロロゲン酸類を継続して摂取するのに有効であり、クロロゲン酸類による生理効果を十分
に期待できる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜食品組成物＞
　本発明の食品組成物は、例えば、固形状でも、液状（飲料）でもよく、適宜の形態を採
り得る。例えば、本発明の食品組成物が固形状食品組成物である場合、常温（２０℃±１
５℃）において固体であればその形状は特に限定されず、粉末状、顆粒状、錠状、棒状、
板状、ブロック状等の種々の形状とすることができる。また、本発明の固形状食品組成物
の大きさは、咀嚼摂取が可能であれば、食品組成物の形態に応じて適宜選択することがで
きる。本発明の固形状食品組成物中の固形分量は通常９５質量％以上、好ましくは９７質
量％以上である。なお、かかる固形分量の上限は特に限定されず、１００質量％であって
もよい。ここで、本明細書において「固形分量」とは、試料を１０５℃の電気恒温乾燥機
で３時間乾燥して揮発物質を除いた残分の質量をいう。
　また、本発明の食品組成物が飲料である場合、利便性の観点から、シングルストレング
スが好ましい。ここで、本明細書において「シングルストレングス」とは、希釈せずにそ
のまま飲用できる飲料をいう。飲料のｐＨ（２０℃）は、安定性及び風味の観点から、好
ましくは２．０～８．０、より好ましくは２．５～７．０、更に好ましくは２．６～６．
５、より更好ましくは３．０～５．５、殊更好ましくは３．０～５．０である。
【００１２】
　本発明の食品組成物は、成分（Ａ）としてクロロゲン酸類を含有する。ここで、本明細
書において「クロロゲン酸類」とは、３－カフェオイルキナ酸、４－カフェオイルキナ酸
及び５－カフェオイルキナ酸のモノカフェオイルキナ酸と、３－フェルラキナ酸、４－フ
ェルラキナ酸及び５－フェルラキナ酸のモノフェルラキナ酸と、３，４－ジカフェオイル
キナ酸、３，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジカフェオイルキナ酸のジカフェオ
イルキナ酸を併せての総称である。本発明においては上記９種のうち少なくとも１種を含
有すればよいが、植物由来の抽出物を使用できる点から、上記９種すべてを含有すること
が好ましい。
　クロロゲン酸類は、塩や水和物の形態であってもよい。塩としては生理学的に許容され
るものであれば特に限定されないが、例えば、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、ア
ンモニウム塩、有機アミン塩等を挙げることができる。アルカリ金属塩としては、例えば
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、ナトリウム塩、カリウム塩等が挙げられ、アルカリ土類金属塩としては、例えば、カル
シウム塩、マグネシウム塩等を挙げることができる。有機アミン塩としては、例えば、ト
リエチルアミン塩、トリエタノールアミン塩、モノエタノールアミン塩等が挙げられる。
中でも、塩としては、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩が好ましい。
【００１３】
　成分（Ａ）としては、市販の試薬を用いてもよいが、成分（Ａ）を豊富に含む植物の抽
出物やその精製物を使用することもできる。
　植物としては、成分（Ａ）が含まれていれば特に限定されないが、例えば、ヒマワリ種
子、リンゴ未熟果、コーヒー豆、シモン葉、マツ科植物の球果、マツ科植物の種子殻、サ
トウキビ、南天の葉、ゴボウ、ナスの皮、ウメの果実、フキタンポポ、ブドウ科植物等か
ら選ばれる１種又は２種以上が挙げられる。中でも、クロロゲン酸類含量等の観点から、
コーヒー豆の抽出物が好ましい。
　コーヒー豆の豆種としては、例えば、アラビカ種、ロブスタ種、リベリカ種、アラブス
タ種等が挙げられる。また、コーヒー豆の産地としては、例えば、ブラジル、コロンビア
、タンザニア、モカ、キリマンジャロ、マンデリン、ブルーマウンテン、グァテマラ、ベ
トナム、インドネシア等を挙げることができる。本発明においては、豆種や産地の異なる
コーヒー豆を２種以上混合して使用することができる。
【００１４】
　抽出に使用するコーヒー豆は、生コーヒー豆でも、焙煎コーヒー豆でもよく、これらを
併用することもできる。焙煎コーヒー豆は、クロロゲン酸類含量の観点から、浅焙煎コー
ヒー豆であることが好ましい。浅焙煎コーヒー豆のＬ値は適宜選択可能であるが、好まし
くは２７以上６２未満、より好ましくは２９～６０、更に好ましくは３５～５５である。
ここで、本明細書において「Ｌ値」とは、黒をＬ値０とし、また白をＬ値１００として、
焙煎コーヒー豆の明度を色差計で測定したものである。焙煎方法としては特に限定はなく
、公知の方法を採用することが可能であり、また焙煎条件も所望のＬ値の焙煎コーヒー豆
が得られるように適宜選択することができる。抽出に使用するコーヒー豆は、未粉砕でも
、粉砕したものでも構わない。
　抽出方法及び抽出条件は特に限定されないが、例えば、特開昭５８－１３８３４７号公
報、特開昭５９－５１７６３号公報、特開昭６２－１１１６７１号公報、特開平５－２３
６９１８号公報等に記載の方法を採用することができる。また、精製方法は特に限定され
ず、公知の方法を採用することが可能であるが、例えば、イオンクロマトグラフィー、分
子ふるいクロマトグラフィー、逆相クロマトグラフィー等の各種クロマトグラフィー等を
単独で又は任意の順序で組み合わせて行うことができる。
【００１５】
　本発明の食品組成物中の成分（Ａ）の含有量は０．００１質量％以上であるが、生理活
性の観点から、０．０１質量％以上が好ましく、０．０３質量％以上が更に好ましく、ま
た収斂味抑制の観点から、９０質量％以下が好ましく、７０質量％以下がより好ましく、
６０質量％以下が更に好ましく、５０質量％以下が殊更好ましい。かかる成分（Ａ）の範
囲としては、食品組成物中に、好ましくは０．００１～９０質量％、より好ましくは０．
０１～７０質量％、更に好ましくは０．０３～６０質量％、殊更好ましくは０．０３～５
０質量％である。ここで、本明細書において、成分（Ａ）の含有量は上記９種の合計量に
基づいて定義される。また、成分（Ａ）が塩又は水和物である場合、成分（Ａ）の含有量
は、遊離酸であるクロロゲン酸類に換算した値とする。成分（Ａ）の分析は、例えば、通
常知られている測定法のうち測定試料の状況に適した分析法により測定することが可能で
あり、例えば、後掲の実施例に記載の分析法を挙げることができる。
【００１６】
　また、本発明の食品組成物中の成分（Ａ）の含有量は、食品組成物の形態により適宜選
択可能である。
　例えば、飲品組成物が固形状食品組成物である場合には、固形状食品組成物中の成分（
Ａ）の含有量は、生理活性の観点から、５質量％以上が好ましく、７質量％以上がより好
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ましく、１０質量％以上が更に好ましく、また収斂味抑制の観点から、９０質量％以下が
好ましく、７５質量％以下がより好ましく、５０質量％以下が更に好ましく、３５質量％
以下が殊更好ましい。かかる成分（Ａ）の含有量の範囲としては、固形状食品組成物中に
、好ましくは５～９０質量％、より好ましくは７～７５質量％、更に好ましくは１０～５
０質量％、殊更好ましくは１０～３５質量％である。
　本発明の食品組成物が飲料である場合には、飲料中の成分（Ａ）の含有量は、生理活性
の観点から、０．００１質量％以上が好ましく、０．０１質量％以上がより好ましく、０
．０３質量％以上が更に好ましく、０．０３９質量％以上が殊更好ましく、また収斂味抑
制の観点から、３．０質量％以下が好ましく、１．０質量％以下がより好ましく、０．５
質量％以下が更に好ましく、０．１５質量％以下がより更に好ましく、０．１質量％以下
が殊更好ましい。かかる成分（Ａ）の含有量の範囲としては、飲料中に、好ましくは０．
００１～３．０質量％、より好ましくは０．０１～１．０質量％、更に好ましくは０．０
３～０．５質量％、更に好ましくは０．０３～０．１５質量％、より更に好ましくは０．
０３～０．１質量％、殊更好ましくは０．０３９～０．１質量％である。
【００１７】
　本発明の食品組成物は、クロロゲン酸類の収斂味を抑制するために、成分（Ｂ）として
Ｌ－トリプトファンを含有する。成分（Ｂ）は、天然由来品でも、化学合成品でもよく、
更に市販品であってもよい。天然由来品としては、成分（Ｂ）を豊富に含む植物の抽出物
やその精製物を挙げられる。植物としては、成分（Ｂ）が含まれていれば特に限定されな
いが、例えば、アズキ、インゲン豆等の豆、サトイモ等のイモを挙げることができる。抽
出方法及び抽出条件は特に限定されず、公知の方法を採用することが可能であり、また精
製方法も特に限定されず、例えば、前述した方法を採用することができる。
【００１８】
　本発明の食品組成物中の成分（Ｂ）の含有量は、苦味抑制の観点から、０．０００００
００１質量％以上が好ましく、０．００００００１質量％以上がより好ましく、０．００
００００５質量％以上が更に好ましく、０．０００００１５質量％以上が殊更好ましく、
また収斂味抑制の観点から、１．０質量％以下が好ましく、０．２５質量％以下がより好
ましく、０．１５質量％以下が更に好ましい。かかる成分（Ｂ）の含有量の範囲としては
、食品組成物中に、好ましくは０．０００００００１～１．０質量％、より好ましくは０
．００００００１～０．２５質量％、更に好ましくは０．００００００５～０．１５質量
％、殊更好ましくは０．０００００１５～０．１５質量％である。
【００１９】
　また、本発明の食品組成物中の成分（Ｂ）の含有量は、食品組成物の形態により適宜選
択可能である。
　例えば、飲品組成物が固形状食品組成物である場合には、固形状食品組成物中の成分（
Ｂ）の含有量は、苦味抑制の観点から、０．００１質量％以上が好ましく、０．００３質
量％以上がより好ましく、０．０１質量％以上が更に好ましく、また収斂味抑制の観点か
ら、１．０質量％以下が好ましく、０．３５質量％以下がより好ましく、０．２０質量％
以下が更に好ましく、０．１２質量％以下が殊更好ましい。かかる成分（Ｂ）の含有量の
範囲としては、固形状食品組成物中に、好ましくは０．００１～１．０質量％、より好ま
しくは０．００３～０．３５質量％、更に好ましくは０．０１～０．２０質量％、殊更好
ましくは０．０１～０．１２質量％である。
　本発明の飲品組成物が飲料である場合には、飲料中の成分（Ｂ）の含有量は、苦味抑制
の観点から、０．０１質量ｐｐｍ以上が好ましく、０．１質量ｐｐｍ以上がより好ましく
、０．５質量ｐｐｍ以上が更に好ましく、２．０質量ｐｐｍ以上が殊更好ましく、また収
斂味抑制の観点から、１００質量ｐｐｍ以下が好ましく、５０質量ｐｐｍ以下がより好ま
しく、３０質量ｐｐｍ以下が更に好ましく、２５質量ｐｐｍ以下が殊更好ましい。かかる
成分（Ｂ）の含有量の範囲としては、飲料中に、好ましくは０．０１～１００質量ｐｐｍ
、より好ましくは０．１～５０質量ｐｐｍ、更に好ましくは０．５～３０質量ｐｐｍ、殊
更好ましくは２．０～２５質量ｐｐｍである。なお、成分（Ｂ）の分析は、例えば、通常
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知られている測定法のうち測定試料の状況に適した分析法により測定することが可能であ
り、例えば、後掲の実施例に記載の分析法を挙げることができる。
　なお、本発明の食品組成物は濃縮飲料であっても構わないが、濃縮飲料である場合、規
定の用法にしたがって希釈し還元飲料を調製したときに、還元飲料中の成分（Ａ）及び成
分（Ｂ）の各含有量、並びにｐＨが上記要件を満たせばよい。
【００２０】
　本発明の食品組成物中の成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比[（Ｂ）／（Ａ）]は０．０
０００５～０．０３であるが、苦味抑制の観点から、０．０００１以上が好ましく、０．
０００５以上がより好ましく、０．０００９以上が更に好ましく、また収斂味抑制の観点
から、０．０１以下が好ましく、０．００７以下が更に好ましい。かかる質量比［（Ｂ）
／（Ａ）］の範囲としては、好ましくは０．０００１～０．０１、より好ましくは０．０
００５～０．００７、更に好ましくは０．００１５～０．００７である。
【００２１】
　また、本発明の食品組成物の質量比[（Ｂ）／（Ａ）]は、食品組成物の形態により適宜
選択可能である。
　例えば、食品組成物が固形状食品組成物である場合には、質量比[（Ｂ）／（Ａ）]は、
苦味抑制の観点から、０．０００１以上が好ましく、０．０００５以上がより好ましく、
０．０００９以上が更に好ましい。また、質量比[（Ｂ）／（Ａ）]は０．０３以下である
が、収斂味抑制の観点から、０．０１５以下が好ましく、０．０１０以下がより好ましく
、０．００７以下が更に好ましく、０．００５以下がより更に好ましく、０．００４以下
が殊更好ましい。かかる質量比［（Ｂ）／（Ａ）］の範囲としては、好ましくは０．００
０１～０．０３、より好ましくは０．０００５～０．０１５、更に好ましくは０．０００
５～０．０１０、更に好ましくは０．０００５～０．００７、より更に好ましくは０．０
００９～０．００５、殊更好ましくは０．０００９～０．００４である。
　本発明の食品組成物が飲料である場合には、質量比[（Ｂ）／（Ａ）]は、苦味抑制の観
点から、０．０００１以上が好ましく、０．０００５以上がより好ましく、０．００１以
上が更に好ましく、０．００１５以上がより更に好ましく、０．００３以上が殊更好まし
い。また、質量比[（Ｂ）／（Ａ）]は０．０３以下であるが、収斂味抑制の観点から、０
．００９以下が好ましく、０．００７以下がより好ましい。かかる質量比［（Ｂ）／（Ａ
）］の範囲としては、好ましくは０．０００１～０．０３、より好ましくは０．０００５
～０．００９、更に好ましくは０．００１～０．００９、より更に好ましくは０．００１
５～０．００７、殊更好ましくは０．００３～０．００７である。
【００２２】
　更に、本発明の食品組成物は、以下の態様も好適である。
　本発明の食品組成物が固形状食品組成物である場合には、苦味及び収斂味の抑制の観点
から、成分（Ａ）の含有量が１０～５０質量％であり、成分（Ｂ）の含有量が０．０１～
０．３５質量％であり、かつ前記質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．０００５～０．００７
であることが好ましく、成分（Ａ）の含有量が１０～３５質量％であり、成分（Ｂ）の含
有量が０．０１～０．２０質量％であり、かつ前記質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．００
０９～０．００５であることがより好ましい。
　また、本発明の食品組成物が飲料である場合には、苦味及び収斂味の抑制の観点から、
成分（Ａ）の含有量が０．０１～０．１質量％であり、成分（Ｂ）の含有量が０．１～３
０質量ｐｐｍであり、かつ前記質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．００１～０．００９であ
ることが好ましく、成分（Ａ）の含有量が０．０３９～０．５質量％、成分（Ｂ）の含有
量が２．０～２５質量ｐｐｍであり、かつ前記質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．００１５
～０．００７であることがより好ましい。
【００２３】
　本発明の食品組成物は、嗜好性等を高めるために、所望により、酸味料、甘味料、アミ
ノ酸（Ｌ－トリプトファンを除く）、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、香料、果汁、植
物エキス、エステル、色素、乳成分、ココアパウダー、調味料、植物油脂、酸化防止剤、
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保存料、ｐＨ調整剤、品質安定剤等の添加剤を１種又は２種以上を含有することができる
。なお、添加剤の含有量は、本発明の目的を損なわない範囲内で適宜設定することが可能
である。
【００２４】
　更に、本発明の食品組成物が固形状である場合、必要に応じて許容される担体を含有す
ることができる。例えば、賦形剤（例えば、グルコース、ガラクトース、フルクトース等
の単糖類、ショ糖、乳糖、麦芽糖等の二糖類、キシリトール、ソルビトール等の糖アルコ
ール、デキストリン、粉飴等の澱粉分解物）；結合剤（例えば、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、アルファー化デンプン、ポリ
ビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、プルラン、メチルセルロース、硬化油等）；
崩壊剤（例えば、カルメロース、カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウ
ム、クロスポピドン、トウモロコシデンプン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース等
）；滑沢剤（例えば、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ショ糖脂肪
酸エステル、フマル酸ステアリルナトリウム、タルク、二酸化ケイ素等）；嬌味剤（例え
ば、ステビア等）；オリゴ糖、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、リン酸水素カルシウム
、増量剤、界面活性剤、分散剤、緩衝剤、酸化防止剤、保存剤、品質安定剤、希釈剤等の
担体が挙げられる。なお、担体の含有量は、本発明の目的を損なわない範囲内で適宜設定
することが可能である。
【００２５】
　本発明の食品組成物は、常法にしたがって製造することが可能であり、適宜の方法を採
り得るが、例えば、特定量の成分（Ａ）と成分（Ｂ）、必要に応じて担体及び／又は添加
剤を、成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比[（Ｂ）／（Ａ）]が上記範囲内となるように混
合して製造することができる。成分（Ａ）と成分（Ｂ）との混合順序は特に限定されず、
一方を他方に添加しても、両者を同時に添加してもよい。混合方法としては、撹拌、震盪
等の適宜の方法を採用することができるが、混合装置を使用しても構わない。また、本発
明の食品組成物が固形状である場合には、所望の形状とするために圧縮成形しても、公知
の造粒法により造粒してもよい。
【００２６】
　本発明の食品組成物が飲料である場合、ポリエチレンテレフタレートを主成分とする成
形容器（いわゆるＰＥＴボトル）、金属缶、金属箔やプラスチックフィルムと複合された
紙容器、瓶等の通常の包装容器に充填して提供することができる。また、飲料は、加熱殺
菌済でもよく、例えば、金属缶のような容器に充填後、加熱殺菌できる場合にあっては適
用されるべき法規（日本にあっては食品衛生法）に定められた殺菌条件で製造できる。Ｐ
ＥＴボトル、紙容器のようにレトルト殺菌できないものについては、あらかじめ上記と同
等の殺菌条件、例えばプレート式熱交換器などで高温短時間殺菌後、一定の温度迄冷却し
て容器に充填する等の方法が採用できる。
【００２７】
＜クロロゲン酸類の収斂味及びＬ－トリプトファンの苦味の抑制方法＞
　本発明のクロロゲン酸類の収斂味及びＬ－トリプトファンの苦味の抑制方法は、次の成
分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　０．００１質量％以上、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン
を、両者の質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．００００５～０．０３となる範囲内で含有さ
せるものである。
　本発明の抑制方法は、特定量の成分（Ａ）と成分（Ｂ）とが最終的に食品組成物中に特
定の量比で共存した状態にあればよく、共存させるタイミングや配合順序は特に限定され
ない。また、食品組成物の形態は、経口摂取可能なものであれば特に限定されず、固形状
でも、液状でもよい。なお、食品組成物の具体的構成、並びに成分（Ａ）及び（Ｂ）の具
体的構成（例えば、各含有量、量比等）については、上記において説明したとおりである
。
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【００２８】
　上記実施形態に関し、本発明は更に以下の食品組成物を開示する。
＜１ａ－１＞
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　１０～５０質量％、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン　０．０１～０．３５質量％
を含有し、
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．０００５～０．００７で
ある、固形状食品組成物。
【００２９】
＜１ｂ－１＞
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　１０～３５質量％、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン　０．０１～０．２０質量％
を含有し、
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．０００９～０．００５で
ある、固形状食品組成物。
【００３０】
＜１－２＞
　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは１０～３５質量％である、前記＜１ａ－１＞記載の
固形状食品組成物。
＜１－３＞
　成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは０．０１～０．２０質量％である、前記＜１ａ－１
＞又は＜１－２＞記載の固形状食品組成物。
＜１－４＞
　成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは０．０１～０．１２質量％である、前記＜１ａ－１
＞又は＜１－２＞記載の固形状食品組成物。
＜１－５＞
　質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が、好ましくは０．０００５～０．００７である、前記＜１
ａ－１＞及び＜１－２＞～＜１－４＞のいずれか一に記載の固形状食品組成物。
＜１－６＞
　質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が、好ましくは０．０００９～０．００５である、前記＜１
ａ－１＞及び＜１－２＞～＜１－４＞のいずれか一に記載の固形状食品組成物。
＜１－７＞
　成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは０．０１～０．１２質量％である、前記＜１ｂ－１
＞記載の固形状食品組成物。
＜１－８＞
　形態が、好ましくは粉末状、顆粒状、錠状、棒状、板状、又はブロック状である、前記
＜１ａ－１＞、＜１ｂ－１＞及び＜１－２＞～＜１－７＞のいずれか一に記載の固形状食
品組成物。
＜１－９＞
　成分（Ａ）が、好ましくは３－カフェオイルキナ酸、４－カフェオイルキナ酸、５－カ
フェオイルキナ酸、３－フェルラキナ酸、４－フェルラキナ酸、５－フェルラキナ酸、３
，４－ジカフェオイルキナ酸、３，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジカフェオイ
ルキナ酸から選択される少なくとも１種であり、更に好ましくは前記９種すべてである、
前記＜１ａ－１＞、＜１ｂ－１＞及び＜１－２＞～＜１－８＞のいずれか一に記載の固形
状食品組成物。
【００３１】
＜２ａ－１＞
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
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（Ａ）クロロゲン酸類　０．０１～０．１質量％、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン　０．１～３０質量ｐｐｍ
含有し、
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．００１～０．００９であ
る、液状食品組成物。
【００３２】
＜２ｂ－１＞
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　０．０３９～０．５質量％、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン　２．０～２５質量ｐｐｍ
含有し、
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．００１５～０．００７で
ある、液状食品組成物。
【００３３】
＜２－２＞
　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは０．０３～０．１質量％である、前記＜２ａ－１＞
記載の液状食品組成物。
＜２－３＞
　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは０．０３９～０．１質量％である、前記＜２ａ－１
＞記載の液状食品組成物。
＜２－４＞
　成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは０．５～３０質量ｐｐｍである、前記＜２ａ－１＞
、＜２－２＞及び＜２－３＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜２－５＞
　成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは２．０～２５質量ｐｐｍである、前記＜２ａ－１＞
、＜２－２＞及び＜２－３＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜２－６＞
　質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が、好ましくは０．０００５～０．００７である、前記＜２
ａ－１＞及び＜２－２＞～＜２－５＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜２－７＞
　質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が、好ましくは０．００１５～０．００７である、前記＜２
ａ－１＞及び＜２－２＞～＜２－５＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜２－８＞
　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは０．０３９～０．１５質量％である、前記＜２ｂ－
１＞記載の液状食品組成物。
＜２－９＞
　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは０．０３９～０．１質量％である、前記＜２ｂ－１
＞記載の液状食品組成物。
＜２－１０＞
　ｐＨが、好ましくは３．０～５．５である、前記＜２ａ－１＞、＜２ｂ－１＞及び＜２
－２＞～＜２－９＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜２－１１＞
　ｐＨが、好ましくは３．０～５．０である、前記＜２ａ－１＞、＜２ｂ－１＞及び＜２
－２＞～＜２－９＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜２－１２＞
　好ましくは飲料（シングルストレングス）である、前記＜２ａ－１＞、＜２ｂ－１＞及
び＜２－２＞～＜２－１１＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜２－１３＞
　成分（Ａ）が、好ましくは３－カフェオイルキナ酸、４－カフェオイルキナ酸、５－カ
フェオイルキナ酸、３－フェルラキナ酸、４－フェルラキナ酸、５－フェルラキナ酸、３
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，４－ジカフェオイルキナ酸、３，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジカフェオイ
ルキナ酸から選択される少なくとも１種であり、更に好ましくは前記９種すべてである、
前記＜２ａ－１＞、＜２ｂ－１＞及び＜２－２＞～＜２－１２＞のいずれか一に記載の液
状食品組成物。
【００３４】
＜３－１＞
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　５質量％以上、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン
を含有し、
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．０００５～０．００７で
ある、固形状食品組成物。
【００３５】
＜３－２＞
　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは１０～５０質量％である、前記＜３－１＞記載の固
形状食品組成物。
＜３－３＞
　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは１０～３５質量％である、前記＜３－１＞記載の固
形状食品組成物。
＜３－４＞
　成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは０．０１～０．２０質量％である、前記＜３－１＞
～＜３－３＞のいずれか一に記載の固形状食品組成物。
＜３－５＞
　成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは０．０１～０．１２質量％である、前記＜３－１＞
～＜３－３＞のいずれか一に記載の固形状食品組成物。
＜３－６＞
　質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が、好ましくは０．０００９～０．００５である、前記＜３
－１＞～＜３－５＞のいずれか一に記載の固形状食品組成物。
＜３－７＞
　固形分量が、好ましくは９５質量％以上、更に好ましくは９７質量％以上である、前記
＜３－１＞～＜３－６＞のいずれか一に記載の固形状食品組成物。
＜３－８＞
　形態が、好ましくは粉末状、顆粒状、錠状、棒状、板状、又はブロック状である、前記
＜３－１＞～＜３－７＞のいずれか一に記載の固形状食品組成物。
＜３－９＞
　成分（Ａ）が、好ましくは３－カフェオイルキナ酸、４－カフェオイルキナ酸、５－カ
フェオイルキナ酸、３－フェルラキナ酸、４－フェルラキナ酸、５－フェルラキナ酸、３
，４－ジカフェオイルキナ酸、３，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジカフェオイ
ルキナ酸から選択される少なくとも１種であり、更に好ましくは前記９種すべてである、
前記＜３－１＞～＜３－８＞のいずれか一に記載の固形状食品組成物。
【００３６】
＜４－１＞
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）クロロゲン酸類　０．００１質量％以上、及び
（Ｂ）Ｌ－トリプトファン
含有し、
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）との質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が０．００１５～０．００７で
ある、液状食品組成物。
【００３７】
＜４－２＞
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　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは０．０３～０．１質量％である、前記＜４－１＞記
載の液状食品組成物。
＜４－３＞
　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは０．０３９～０．１質量％である、前記＜４－１＞
記載の液状食品組成物。
＜４－４＞
　成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは０．５～３０質量ｐｐｍである、前記＜４－１＞～
＜４－３＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜４－５＞
　成分（Ｂ）の含有量が、好ましくは２．０～２５質量ｐｐｍである、前記＜４－１＞～
＜４－３＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜４－６＞
　質量比［（Ｂ）／（Ａ）］が、好ましくは０．００３～０．００７である、前記＜４－
１＞～＜４－５＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
＜４－７＞
　ｐＨが、好ましくは３．０～５．５である、前記＜４－１＞～＜４－６＞のいずれか一
に記載の液状食品組成物。
＜４－８＞
　ｐＨが、好ましくは３．０～５．０である、前記＜４－１＞～＜４－７＞のいずれか一
に記載の液状食品組成物。
＜４－９＞
　好ましくは飲料（シングルストレングス）である、前記＜４－１＞～＜４－８＞のいず
れか一に記載の液状食品組成物。
＜４－１０＞
　成分（Ａ）が、好ましくは３－カフェオイルキナ酸、４－カフェオイルキナ酸、５－カ
フェオイルキナ酸、３－フェルラキナ酸、４－フェルラキナ酸、５－フェルラキナ酸、３
，４－ジカフェオイルキナ酸、３，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジカフェオイ
ルキナ酸から選択される少なくとも１種であり、更に好ましくは前記９種すべてである、
前記＜４－１＞～＜４－９＞のいずれか一に記載の液状食品組成物。
【実施例】
【００３８】
１．クロロゲン酸類の分析
　分析機器はＨＰＬＣを使用した。装置の構成ユニットの型番は次の通りである。
・ＵＶ－ＶＩＳ検出器：Ｌ－２４２０（（株）日立ハイテクノロジーズ）
・カラムオーブン：Ｌ－２３００（（株）日立ハイテクノロジーズ）
・ポンプ：Ｌ－２１３０（（株）日立ハイテクノロジーズ）
・オートサンプラー：Ｌ－２２００（（株）日立ハイテクノロジーズ）
・カラム：Ｃａｄｅｎｚａ ＣＤ－Ｃ１８ 内径４．６ｍｍ×長さ１５０ｍｍ、粒子径３μ
ｍ（インタクト（株））
【００３９】
  分析条件は次の通りである。
・サンプル注入量：１０μＬ
・流量：１．０ｍＬ／ｍｉｎ
・ＵＶ－ＶＩＳ検出器設定波長：３２５ｎｍ
・カラムオーブン設定温度：３５℃
・溶離液Ａ：０．０５Ｍ 酢酸、０．１ｍＭ １－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン
酸、１０ｍＭ 酢酸ナトリウム、５（Ｖ／Ｖ）％アセトニトリル溶液
・溶離液Ｂ：アセトニトリル
【００４０】
　濃度勾配条件（体積％）
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　　　　時間　　　　　溶離液Ａ　　　　溶離液Ｂ
　　　０．０分　　　　１００％　　　　　　０％
　　１０．０分　　　　１００％　　　　　　０％
　　１５．０分　　　　　９５％　　　　　　５％
　　２０．０分　　　　　９５％　　　　　　５％
　　２２．０分　　　　　９２％　　　　　　８％
　　５０．０分　　　　　９２％　　　　　　８％
　　５２．０分　　　　　１０％　　　　　９０％
　　６０．０分　　　　　１０％　　　　　９０％
　　６０．１分　　　　１００％　　　　　　０％
　　７０．０分　　　　１００％　　　　　　０％
【００４１】
・３－カフェオイルキナ酸　　　：　５．３ｍｉｎ
・５－カフェオイルキナ酸　　　：　８．８ｍｉｎ
・４－カフェオイルキナ酸　　　：１１．６ｍｉｎ
・３－フェルラキナ酸　　　　　：１３．０ｍｉｎ
・５－フェルラキナ酸　　　　　：１９．９ｍｉｎ
・４－フェルラキナ酸　　　　　：２１．０ｍｉｎ
・３，４－ジカフェオイルキナ酸：３６．６ｍｉｎ
・３，５－ジカフェオイルキナ酸：３７．４ｍｉｎ
・４，５－ジカフェオイルキナ酸：４４．２ｍｉｎ
　ここで求めたａｒｅａ％から５－カフェオイルキナ酸（東京化成工業社）を標準物質と
し、クロロゲン酸類の含有量（質量％）を求めた。
【００４２】
２．Ｌ－トリプトファンの分析
　分析機器はＵＰＬＣを使用した。装置の構成ユニットの型番は次の通りである。
【００４３】
　分析条件は次のとおりである。
・機種　：Ｗａｔｅｒｓ　ＡＣＱＵＩＴＹ　ＵＰＬＣ　Ｈ-Ｃｌａｓｓ　ＴＵＶシステム
・カラム：ＡｃｃＱ／Ｔａｇtm　Ｕｌｔｅａ　Ｃｏｌｕｍｎ
・カラム温度：６０℃
・移動相：Ｃ：ＡｃｃＱ／Ｔａｇ　Ｕｌｔｒａ　ＥｌｕｅｎｔＡ２
　　　　　Ｄ：ＡｃｃＱ／Ｔａｇ　Ｕｌｔｒａ　ＥｌｕｅｎｔＢ
・流量　：０．７ｍＬ/ｍｉｎ
・注入量：１μＬ
【００４４】
３．ｐＨの測定
　ｐＨメータ（ＨＯＲＩＢＡ　コンパクトｐＨメータ、堀場製作所製）を用いて、試料を
２０℃に温度調整をして測定した。
【００４５】
４．官能試験
　各粉末食品、容器詰飲料の「収斂味の強度」及び「苦味の強度」について専門パネル４
名が官能試験を行った。官能試験は、各パネリストが下記の評価基準とすることに合意し
たうえで実施した。その後、専門パネルが協議により最終評点を決定した。
【００４６】
（１）収斂味の強度の評価基準
　粉末食品については、実施例３の粉末食品の収斂味の強度を評点「５」とし、実施例５
の粉末食品の収斂味の強度を評点「３」とし、比較例５の粉末食品の収斂味の強度を評点
「１」として評価する。
　容器詰飲料については、実施例１６の容器詰飲料の収斂味の強度を評点「５」とし、実
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施例１３の容器詰飲料の収斂味の強度を評点「３」とし、比較例１０の容器詰飲料の収斂
味の強度を評点「１」とする。
　具体的な評価基準は以下のとおりである。
　　５：収斂味がない（実施例３又は実施例１６と同等、又はそれ以上である。）
　　４：収斂味が弱い（実施例５又は実施例１３と比べて優れるが、実施例３又は実施例
１６と比べて劣る。）
　　３：収斂味がやや弱い（実施例５又は実施例１３と同等である。）
　　２：収斂味がやや強い（比較例５又は比較例１０と比べて優れるが、実施例５又は実
施例１３と比べて劣る。）
　　１：収斂味が強い（比較例１又は比較例１０と同等、又はそれ以下である。）
【００４７】
（２）苦味の強度の評価基準
　粉末食品については、実施例３の粉末食品の苦味の強度を評点「５」とし、実施例１の
粉末食品の苦味の強度を評点「３」とし、比較例２の粉末食品の苦味の強度を評点「１」
として評価する。
　容器詰飲料については、実施例１６の容器詰飲料の苦味の強度を評点「５」とし、実施
例１０の容器詰飲料の苦味の強度を評点「３」とし、比較例８の容器詰飲料の苦味の強度
を評点「１」とする。
　具体的な評価基準は以下のとおりである。
　　５：苦味がない（実施例３又は実施例１６と同等、又はそれ以上である。）
　　４：苦味が弱い（実施例１又は実施例１０と比べて優れるが、実施例３又は実施例１
６と比べて劣る。）
　　３：苦味がやや弱い（実施例１又は実施例１０と同等である。）
　　２：苦味がやや強い（比較例２又は比較例８と比べて優れるが、実施例１又は実施例
１０と比べて劣る。）
　　１：苦味が強い（比較例１又は比較例８と同等、又はそれ以下である。）
【００４８】
実施例１～９、２２及び２３、並びに比較例１～６
　表１に示す割合で各成分を混合して粉末食品を得た。得られた粉末食品の分析結果及び
官能評価の結果を表１に併せて示す。なお、実施例２６の粉末食品の固形分量は、９６質
量％であり、他の実施例と比較例の粉末食品の固形分量は９８質量％であった。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
実施例１０～２１、２４及び２５、並びに比較例７～１０
　表２に示す各成分を配合して飲料（シングルストレングス）を調製した後、容量２００
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ｍＬのＰＥＴボトルに充填し加熱殺菌した（ポストミックス方式）。殺菌条件は、６５℃
、２０分で行った。得られた容器詰飲料の分析結果及び官能評価の結果を表２に併せて示
す。
【００５１】
【表２】
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【００５２】
製造例１
クロロゲン酸類製剤の製造
　Ｌ２９の焙煎コーヒー豆（産地：ベトナム）を粉砕し、円筒状抽出搭（内径１６０ｍｍ
×高さ６６０ｍｍ）６本に、１搭当たりの充填量が４．２ｋｇとなるように充填した。次
いで９５℃の熱水を１段目の抽出搭の下部から上部へ送液した。次いで１段目の抽出搭上
部から排出されたコーヒー抽出液を、２段目の抽出搭下部から上部へ送液した。この操作
を３段目以降の抽出塔についても繰り返し行い、６段目の抽出搭の上部から排出されたコ
ーヒー抽出液を、速やかに冷却するとともに回収した。得られた抽出液をロータリーエバ
ポレーター（Ｎ－１１００Ｖ型、東京理科器械（株）社製）を用い３０ｔｏｒｒ、５０℃
にて減圧加熱濃縮し、Ｂｒｉｘ１０の濃縮組成物を得た。得られた濃縮組成物を、スプレ
ードライヤーを用いて、固形のクロロゲン酸類製剤を得た。
【００５３】
実施例２６、並びに比較例１１及び１２
　表３に示す割合で各成分を混合して粉末食品を得た。得られた粉末食品の分析結果及び
官能評価の結果を表３に併せて示す。なお、実施例２６の粉末食品の固形分量は、９８質
量％であった。
【００５４】
【表３】

【００５５】
実施例２７、並びに比較例１３及び１４
　表４に示す各成分を配合して飲料（シングルストレングス）を調製した後、容量２００
ｍＬのＰＥＴボトルに充填し加熱殺菌した（ポストミックス方式）。殺菌条件は、６５℃
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、２０分で行った。得られた容器詰飲料の分析結果及び官能評価の結果を表４に併せて示
す。
【００５６】
【表４】

【００５７】
　表１～４から、特定量のクロロゲン酸類に対してＬ－トリプトファンを特定の量比で含
有させることにより、Ｌ－トリプトファンの苦味を抑制しつつ、クロロゲン酸類の収斂味
を抑制できることがわかる。
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